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　あけましておめでとうございます。
　昨年は、設立から４年を経て、引き続き前進することができた年だったと思います。職員は４０人をこえ、介護
事業も軌道にのり、少しずつではありますが、市民のみなさんのご要望に応えることができたと思います。
　ところで、昨年、水俣市に産業廃棄物最終処分場の建設計画が明らかになり、反対運動が大きく広がりました。
会員のみなさまからは多額の運動資金も寄せていただきました。また、１０月には、水俣病関西訴訟最高裁判決が
出され、水俣病とは何だったのかをもう一度考え、行動することとなりました。これらは年を越して引き続き取
り組んでいくべき重要な課題です。
　今年は、水俣病公式発見から５０年目を迎える前年として重要な年です。水俣病被害者はもとより不知火海沿岸
住民が安心して暮らせるまちづくりをすすめ、水俣病の情報も発信していけるように奮闘してまいります。どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

ＮＰＯみなまた　代表理事　橋口　三郎

題字：江口　睦美 （カット：くさのあき）
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　昨年１２月１２日、水俣市においてＮＰＯみなまた主催の「水俣病・メチル水銀中毒学習・報告会」を開催しま

した。会場には９０名近い参加者の熱気が溢れました。

　この報告会は、水俣病が公式に発見されて５０年目にあたる２００６年を前に、

もう一度「水俣病とは何か」をしっかり学ぶために連続した講座を計画し、

その第１回目として開催したものです。水俣病関西訴訟最高裁判決で国・

県の責任が確定したこともあり、参加者の関心を一層呼びました。

　今回は、これまで長年にわたって現地で水俣病と向き合ってこられた３

人の医師と日本に在住されているカナダの方にお話ししていただきました。

　最初は、水俣協立病院名誉院長の藤野糺先生による「水俣協立病

院における水俣病解明への取り組み」についての報告でした。掘り

起こし検診や水俣協立病院で、全水俣病申請者の過半数にあたる一

万人をこえる患者さんを診てきたこと、桂島での住民調査等をもと

に水俣病の診断を確実にする症状を明らかにし、政府解決策の基準

につながる「魚介類を多食した事実と四肢抹消優位の感覚障害があ

れば水俣病」とする病像解明に力を注いだことを報告されました。

　次いで「カナダの水銀汚染問題」について、カナダ人で、現在県

立宮城大学特任助教授のあん・まくどなるど先生から報告がありました。カナダの先住民の方々にも水俣病症

状があり、厳しい救済状況であることを強調され、その実態をまとめた「カナダの元祖・森人たち」の著書の

紹介がありました。

　くすのきクリニック院長（元水俣協立病院院長）の板井八重子先

生からは「胎児からのメッセージ」と題して、８４年当時、水俣協立

病院をあげて取り組んだメチル水銀中毒に関する異常妊娠調査結果

を昨年１１月に英語による論文にしたことをふまえて、改めて報告し

ていただきました。

　最後に、当法人の副代表理事である高岡滋先生（神経内科リハビ

リテーション協立クリニック院長）は「水俣における慢性メチル水

銀中毒の病像と今後の課題」について、①水俣病、特に総合対策医

療事業対象患者を軸とした症状の特徴、②感覚の様々な分析方法と

水俣病の感覚障害の特徴、③水俣病の研究や政策を考える際の留意点、の３点を中心に報告されました。また、

感覚障害の診断について、関西訴訟判決で採用された二点識別覚検査方法のみで判断することには問題がある

と指摘しました。

　参加された開業医の先生などから、水俣病の感覚障害のあらわれかたや診断方法などについて専門的な意

見・質問が出されました。最後にまとめの発言をされた熊本学園大学の原田正純教授も感覚障害の診断方法に

ついて、筆とピンによる診察の大切さを強調されました。

　なお、今回の学習・報告会については、冊子にして多くのみなさんに読んでいただけるよう、準備をすすめ

ています。 上野　恵子（ＮＰＯみなまた事務局長）
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　水俣には写真家にも注目されている紅葉の地が３カ所あります。

　まずは住吉神社（ 日  当  野 地区）。境内に入るときから厳かな気持ちにさせ
ひ と の

られると同時に、古里に帰り着いたような安堵感をも感じました。二つ目は、

古城地区にある官軍墓地です。木々の大きさに圧倒され、天を仰ぐと深紅の

葉が晴れた空に鮮やかです。ここは市街地からも近く市民はもとより県外か

らも多くの人が訪れています。

　三つ目は、湯出温泉神社。ここは写真を趣味としない私でさえ、絶対に残しておきたいと思うほどみご

とな紅葉です。また、夏になると蛍の乱舞も見られて感動的です。近くを流れる湯出川の流域にはハゼの

仲間のゲグラやダクマ（テナガエビ）も帰ってきました。一時期、生活廃水により絶滅したかと心配され

ましたが、住民の努力でみごとに復活しました。

　今、問題になっている産業廃棄物最終処分場はこのすぐ隣に計画されています。処理業者のＩＷＤ東亜

熊本は、処分場に降った雨を「今の湯出川の水よりもきれいに流す」などと言っていますが、敏感でデリ

ケートな自然の営みは処分場が出来れば必ず失われると考えています。

　昨年１１月１３日には、水俣市で馬奈木昭雄弁護士をお

招きして講演会を開きました。この講演会には８００人

の市民が参加し、今後の運動を確信を持ってすすめる

ための学習と決意の場となりました。

　馬奈木弁護士は、昭和４３年の水俣病第一次訴訟から

水俣病問題に中心的に関わってこられ、この時には水

俣市に法律事務所を開業されていました。また、「九

州産廃問題研究会」をつくり廃棄物の問題に精力的に

取り組んでおられます。これまでも熊本県山鹿市や鹿

児島県鹿屋市など、九州各地のゴミ処分場建設や操業

を差し止めるなど圧倒的な力を発揮されています。

　馬奈木先生のお話で私が印象に残ったのは、処分場建設を止めるために、市民がきちんと勉強しなけれ

ばならないということを強調されたことです。自らが勉強すると言うことは、この運動に主体的にかかわ

る人を増やしていくためにも必要なことだと思いました。また、「自治体は地域住民の生活、健康を守る

ためにある。その中心に立つべき市長が処分場建設について中立であることはあり得ない」とおっしゃり、

会場から大きな拍手が起きました。まったくその通りだと思いました。豊富な経験と実績に裏打ちされた

お話しは、私たちがこれから運動を進めていくうえで、大きな力となったことは確実です。

　現在、市民の会で行った３０数カ所での地区意見交換会の議事録を作成中です。近々皆さんのお宅にお届

けできると思います。また、馬奈木先生のお話には共感するものが多く、たくさんの市民の皆さんに接し

ていただきたいので、記録をおこして印刷物にしたいと考えています。

　今後も多くの皆さんと手をつないで、計画をやめさせるまで頑張りたいと思います。皆さまのお力添え

を心からお願い申し上げます。

溝上　順二（水俣の命と水を守る市民の会事務局長）
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　今回の受賞は、「地域を生かした取り組みをすれば自分たち企業も生かさ

れる」という思いで取り組んできたことが評価されたのだと思います。企業

も地域を豊にするために貢献することが大切ではないかと考えています。ま

た、この受賞は水俣に対する応援歌でもあるのではないでしょうか。

　福田農園は、昭和３７年に、私の両親、特に私のおふくろが、“花が咲き、

実がみのり、弁当を持って遊びに来られる場所にしたい”という思いをもっ

て始めました。私が大学を終えた昭和４３年から、おふくろの夢をひき継ぎ

“志を持って、物心両面が豊になる地域づくりを”という観点で今日までやってきました。

　北海道の十勝ワインがブームになっていた頃でした。そこでは物づくりを通して人が集まっているというこ

とを目の当たりにして、物づくりを通して地域のイメージを変えることができると思いました。特産の甘夏ミ

カンをつかったワインを考えたときにスペインとの出会いがあったわけです。１９９２年は、水俣湾の埋立てが完

了し水俣再生がさけばれた年でした。地域の再生とスペインとの出会いが重なり、“俺がやらないで誰ができ

るか”くらいの強い使命感を感じました。

　町づくりをすすめていく上では、ここで生活をしている私たち自身が主体性をもって提案をしていくことが

大事だと思います。スペインというのは一つの手法。地域にある素材、気候、風土から生まれた資源素材を生

かした「村づくり」です。このことは自分の利だけでなく地域の利益にもつながります。「利は足元にあり」、

基本は常に地域の「そこにある」もの。町に魅力があれば、人々は集まります。経済も活性化します。それと

同時に、本当の水俣の姿というものも知っていただけると思っています。

　不知火海を空から見たら海は木の幹。川は根です。そして山は土壌です。山・川・海が一体となってはじめ

て、不知火海の再生が自分たちの努力によって可能になるのです。それぞれの生活の問題も含め自然が破壊さ

れていることは間違いないわけですから、市民全体が地域の再生のために木を植えたりするようなことが必要

だと思います。また、企業たとえばチッソの優れた技術が環不知火の浄化に生かされ、それを行政もバック

アップするということになればすばらしいと思います。そういう意味では、水俣病問題を本質的に解決する上

で今回は大きなチャンスだと思っています。

　私たちは水俣に住み、子供たちに豊かな地域を残す役割をもっています。本当の豊かさというのは調和の中

にあります。今、豊かになりすぎた面があり、その弊害が出てきているのではないでしょうか。「良樹細根」、

良い木は細かい根をたくさんもっています。未来を託す子供たちのために、今、私たち大人は十分なしっかり

とした土壌作りをしなければならないのではないでしょうか。
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　９０年間もの強制隔離など日本のハンセン病

政策の誤りを問う裁判は３年半前に熊本地裁

で勝訴判決がくだり、政府の政策の誤りは完

全に証明された。この判決の結果、ハンセン

病補償法が制定され、ハンセン病療養所に隔

離された経験を持つ被害者には一定の補償と

社会復帰策がとられた。

　ところが同じ日本政府の施政下にあった朝

鮮半島などの療養所に隔離された被害者には

この法津が適用されなかった。このことは法

の下の平等と正義に反するものである。

　そこで我々は、国から棄却されることも覚

悟で、韓国・ソロクト療養所に戦前（日本統治時代）から入所している人たちに補償法による補償申請を

おこなった。予定通り厚生労働省は棄却処分をおこなった。棄却処分の取消しを求めるソロクト訴訟はこ

うして始まった。

　東京地裁における年老いた原告の訴えは魂を揺さぶるものであった。「明け方から夜までレンガ作りを

させられた。あまりに辛い患者作業と貧しい食事に体調を崩すと殴られ監禁室に入れられた。冬は裸にさ

れ水を浴びせられた。自殺するものも多かった」と証言した。

　監禁室に入れられた者が生きて出ると断種が待っていた。国内では結婚の条件として断種がなされる場

合が多かったが韓国では懲罰としておこなわれた。

　これらはまぎれもなく日本政府の政策としておこなわれた。時代は過ぎても日本として償わねばならな

い。同様のことは台湾の療養所にもあてはまる。私は台湾の療養所・楽生院をおとずれた時老婦人に「日

本人として謝罪したい」と言った。その婦人は「それは違う。酷い目に合わせたのは昔の日本だ。あなた

たちは私たちのために尽力してくれる。ありがとう」と述べた。

　私は、この人たちの期待とやさしさを裏切ることはできない。加害国に生まれた国民の道義的な義務と

して。

　日韓両国の弁護団は１００万人の署名を呼びかけている。誰にでもできる支援がある。まずこの公正判決

をもとめる署名運動に全力をあげたい。
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１０月２０日　介護部会
１１月５日　事務局会議
　　１９日　出水市郡グループホーム連絡会講演

会
　　２１日　水俣市野川地区じゅくさん祭り
　　２６日　ふれあいの家外部評価
　　　　　第３回理事会
　　３０日　北海道勤医協受け入れ
１２月１２日　水俣病メチル水銀中毒に関する学

習・報告会

����

１０月７日　水俣病被害者の会世話人会
　　１５日　関西訴訟最高裁判決
　　２２日　新潟水俣病現地調査（～２４日）
１１月６日　水俣病被害者の会世話人会
　　７日　水俣病訴訟弁護団会議
　　１１日　水俣産廃処分場反対集会
　　２１日　拡大水俣病訴訟弁護団会議
　　３０日　水俣病患者三団体、県知事申し入れ
１２月３日　　　〃　　環境省、政党申し入れ
　　４日　水俣病被害者の会、名護地域集会
　　６日　宮本憲一前滋賀大学学長来水
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　昨年は自衛隊がイラクに派兵され、私たちの国が戦争をする国

へ一歩踏み出しました。憲法９条改悪につながるすべての動きに

反対していかなければならないと決意を新たにしています。


